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⑤今後も、防災意識が高められるような方法や、災害時の一斉メールの活用等を検討していく。 

  

自自己己点点検検・・評評価価委委員員会会  

  本学における自己点検・評価体制（p.18-22）を参照。 

  

情情報報ネネッットトワワーークク委委員員会会  

Plan  

①学生・教職員 ID、ネットワーク・メール利用に関する運用・管理 

②学習管理システム WebClass 及び動画配信システムの導入と運用 

③共有フォルダの運用・管理 

④ネットワーク環境の整備・管理 

⑤コンピューター実習室の管理 

Do 

①学生・教職員 ID、ネットワーク・メール利用に関する運用・管理 

ⅰ.教職員のネットワーク接続状況を確認し、情報技術支援推進センターへ報告した。  

ⅱ.ウィルス対策は、定期的に Windows update、ウイルスソフトの更新を教職員に促した。  

ⅲ.必要時、学生・教職員のメール ID 登録や削除を情報技術支援推進センターへ依頼した。  

ⅳ.学生メールの利用案内、転送設定、送受信確認を行った。  

ⅴ.教職員及び学生の電子メール・WWW 利用状況を情報技術推進センターから収集し集計した。 

②学習管理システム WebClass 及び動画配信システムの導入と運用 

ⅰ. 情報技術支援推進センターへ依頼し、学習管理システムとして WebClass を導入した。導入

にあたり、℮-ラーニングプロフェッショナル資格（℮‐ラーニングデザイナー. ℮‐ラーニング

マネージャー . ℮‐ラーニングエキスパート）を有する教員の協力を得た。コースや ID を登録

し、教職員と学生が利用できるように環境を整え、使い方を説明し、個別に相談に応じた。特

に学生へは利用に向けて不安の声があげられたため、丁寧な個別対応を行い繰り返し指導した

り相談に応じたりした。また、教務委員会と共同で、教育コンテンツ利用に関する誓約書を作

成し、学生から誓約書をとった。  

ⅱ.情報技術支援推進センターの協力を得て、動画配信システムを導入した。YouTube を利用し

た動画配信ができる環境を整え、教職員へ利用方法の説明と、ライブ動画授業が実施できるよ

う配信サポート体制を整えた。学生へは、動画視聴案内をし、練習した上で動画による受講が

問題なくできているか確認しサポートした。  

③共有フォルダの運用・管理  

ⅰ.教職員共有フォルダの使用方法の案内、新任教職員の ID 登録を行った。 

ⅱ.学生－教職員間で利用できる共有フォルダを準備した。  
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④ネットワーク環境の整備・管理  

ⅰ.オンライン授業開始に向けて、学生各自のネットワーク環境及び機器類の所持状況を調査し、

結果に基づき、学生・保護者向けにオンライン授業の受講に向けた準備の案内を出した。そ

の後は、個別の相談に応じた。  

ⅱ.学生寮のネットワーク環境と利用状況を確認し、Wi-Fi 整備の準備を行った。  

ⅲ.学内に設置された Wi-Fi や有線 LAN 等のネットワーク環境の確認を行い、講義室等の Wi-Fi

整備について検討した。  

⑤コンピューター実習室の管理  

ⅰ .コンピューター実習室の利用方法について新入生にオリエンテーションし、定期的に学生へ

指導した。学生のルール違反が複数回発生し、注意喚起を繰り返し、一部ルール変更を行った。 

ⅱ.コンピューター実習室の機器や備品の故障や破損、使用状況を確認し対応した。  

ⅲ.プリンター2 台を買い替えた。  

ⅳ.パソコンの買い換え及びシステム改善を検討し、関連部署や業者への連絡調整を行った。  

Check 

①学生・教職員 ID、ネットワーク・メール利用に関する運用・管理  

ⅰ.メール利用は、教職員・学生ともに、昨年度よりも大幅に増えた。学生・教職員より「メー

ルが受信できない」「エラーメッセージが繰り返し送られる」等のトラブルの連絡があった。 

ⅱ.ウィルス対策については、学生・教職員ともに随時注意を促し、問題は発生しなかった。  

②学習管理システム WebClass 及び動画配信システムの導入と運用  

 ⅰ.WebClass の導入は環境調整や利用案内により速やかに行えたが、利用中に一時的に停止し  

たり、利用方法の間違えが複数件あった。学生からは、利用案内や練習により、当初は不安

があったが利用に慣れ、「使いやすい」「便利だ」という意見があった。  

 ⅱ .動画配信システムの導入時は、教職員が慣れるのに時間を要した。ライブ動画配信が中断す

ることが多かった。  

③共有フォルダの運用・管理 

ⅰ.共有フォルダを多くの組織で利用するようになった。  

 ⅱ.情報漏洩等のトラブルはなく、データを共有している。  

④ネットワーク環境の整備・管理  

ⅰ.オンライン授業開始に先がけ、ネットワーク環境や機器類の整備を学生へ促したことで、大  

多数の学生は準備を整えることができた。  

ⅱ.学生寮は、目標としていた今年度中の Wi-Fi 整備ができなかった。  

ⅲ.講義室等の Wi-Fi 整備については申請中である。 

⑤コンピューター実習室の管理  

 ⅰ.学生のルール違反に対し、注意喚起やルール変更を行った結果、概ね適切な利用ができるよ  

うになった。  
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   ⅱ.現在のパソコンは 8 年以上経過し、学生から不便であるとの意見が多い。しかし、パソコン

の買い替えは次年度以降に見送りとなった。  

Action 

①学生・教職員 ID、ネットワーク・メール利用に関する管理・運用  

ⅰ.ID とパスワードの管理等のセキュリティー強化、ウィルス対策について、引き続き学生・教

職員ともに定期的に注意を促し、周知徹底していく。 

ⅱ.一斉メールの利用状況を把握しながら、必要時有効利用できるよう使用方法を見直す。  

②学習管理システム WebClass 及び動画配信システムの運用  

ⅰ.学生向け・教員向けの利用案内方法（時期・内容・方法）を見直し、利便性が良くなるよう改  

善する。  

ⅱ.動画配信と動画管理方法について、他のシステムの利用を含め、引き続き検討する。  

③共有フォルダの運用・管理 

ⅰ.教職員共有フォルダの利用状況を把握し、セキュリティー管理を含め、適切に有効利用できる

よう運用・管理する。  

④ネットワーク環境の整備・管理  

ⅰ.次年度中に学生寮の Wi-Fi を整備する。  

ⅱ.講義室等の Wi-Fi を整備ができるよう、引き続き関係部署との連絡調整を行う。  

⑤コンピューター実習室の管理  

ⅰ.利用者が有効に適切に利用できるよう、オリエンテーションや定期的な指導を行う。  

ⅱ.次年度以降に、コンピューター機器類の入れ替えやシステムの変更を行えるよう、引き続き関

係部署との連絡調整を行う。 

  

広広報報部部委委員員会会  

Plan 

 本学の教育研究活動の取組を広く社会に発信するとともに、学生募集を円滑に行うことを目的と

する。 

①オープンキャンパス・ミニオープンキャンパスの企画、運営 

②本学への個別相談、団体見学の調整 

③高校訪問の企画、調整 

④学外説明会への参加、担当者の調整 

⑤電子媒体、紙媒体の広報（受験生インフォメーションの改訂、入試用Q&Aの修正、本学ホームペ

ージの更新、進学関連の電子媒体と紙媒体への広告） 

⑥受験生アンケート「志望校決定について」の実施  

⑦本学の教育研究活動の取組の公開 
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Do 

学校法人埼玉医科大学委員会運営規程（平成11年3月20日制定）に基づき、埼玉医科大学短期大学

に設置する埼玉医科大学短期大学広報部委員会（平成30年11月16日）の運営に則って、定例会議を

実施した。 

今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止対策を受けて、計画を一部変更・中止した。 

①オープンキャンパスはオンラインを活用した開催方法に変更した。一方、ミニオープンキャンパ

スは中止した。開催はホームページで公表し、新たに取得した運営用のメールアドレスを用いて

参加者と連絡を取った。オープンキャンパスは看護学科4回(7月･8月･10月・12月)、専攻科2回(7

月・8月)実施した。 

②本学への個別相談、団体見学への対応は中止した。 

③高校訪問は事務部長が近隣の12校を訪問した。コロナ禍における高等学校の授業や志願者の状況、

オープンキャンパスに関する要望などについて意見交換した。高校から本学への要望も受け、こ

れらの内容は入試委員会へ提供した。 

④学外説明会（高校生・予備校生対象）は、感染状況を踏まえて埼玉県内の開催には可能な限り参

加した。県外（遠方）の場合は資料を送付した。 

⑤電子媒体、紙媒体の広報 

ⅰ.過去 3 年出願のあった高校を対象に、看護学科の募集要項を 237 部郵送した。  

ⅱ.近隣の病院や看護系大学を対象に、専攻科の募集要項を 14 部郵送した。 

ⅲ.資料請求を希望する個人に対して、2000 冊を超えるパンフレット等の資料を郵送した。  

ⅳ.リクルートスタディサプリ進路のアプリ（フォト・ムービー）の更新を行った。  

ⅴ.ベスト進学ネットの企画「1 分間ムービー」に用いる写真を提供した。その他、進学関連の電

子媒体、紙媒体については、業者からの依頼に迅速な対応をした。 

ⅵ.埼玉県私立短期大学協会の在校生インタビューを差し替えた。  

ⅶ.ホームページの「入試 Q＆A」を更新した。  

⑥受験生アンケート「志望校決定について」を集計した。  

ⅰ.本学のホームページに、受験生のほぼ全員がアクセスしていた。  

ⅱ.看護学科の結果から、オープンキャンパス（オンライン）に参加した受験生は、学校推薦型選

抜試験で 85％、一般選抜試験では 29.5％であった。本学を志望で参考にしたこと（複数回答）

は、学校推薦型選抜試験では「オープンキャンパス、パンフレット、ホームページ」が多く、

受験の決め手（複数回答）は「関連施設での実習、専攻科への推薦制度、アドバイザー制度、

学内の学習環境」であった。一般選抜試験では、ホームページやパンフレットを参考にして、

関連施設での実習や専攻科への推薦制度があることを受験の決め手と回答していた。  

ⅲ.専攻科の結果から、受験に際して最も参考にした内容（複数回答）は、教育施設・設備が多く、

次いでホームページ、教育内容、家族・教員・友人の勧めであった。  

⑦本学の教育研究活動の取組について、ホームページの専任教員の「研究活動内容」を更新し示  
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した。  

Check 

オープンキャンパス（オンライン）、高校訪問、学外説明会等の参加人数を含めた詳細は、学生募

集の広報p.64-66を参照する。  

①オープンキャンパスはオンラインを活用し行った。本学設備などの見学希望もあったが、看護学

科・専攻科共に参加者の満足度は高く、ニーズに一致した企画・運営であったと考える。  

②本学への個別相談、団体見学への対応は中止した。これは、不特定多数の参加者に対して適切な

感染防止を実行しながら開催することが、困難であった為の対応であった。 

③高校訪問、学外説明会について  

ⅰ .高校訪問では、訪問高を近隣の12校に絞り実施した。高校生の進路に関する志向や本学への要

望についてとりまとめ、これらの情報を入試委員会へ提供した。  

ⅱ .学外説明会は感染状況を踏まえて埼玉県内で開催される説明会のみ参加した。そのため、例年

と比べ本学をPRする場は縮小した。  

④電子媒体、紙媒体の広報 

ⅰ .パンフレットの内容は一部修正し、増刷した。希望者や高等学校、業者などに郵送し広報に努

めた結果、再度増刷が必要となった。  

ⅱ.ホームページは、最新の情報が提供できるように適宜更新した。オープンキャンパスの開催に

関わる通知は、時期を逸することなく示せたことから、オープンキャンパスの企画・運営が変更

したにも関わらずスムースに行えた。  

ⅲ.進学関連の電子媒体、紙媒体は広告費用の関係もあり庶務と相談して調整できた。  

⑤受験生アンケートの考察 

ⅰ .受験者のほぼ全員がホームページを閲覧していることから、ホームページの内容を充実させた

り、レイアウトを工夫したりすることが求められる。本学への訪問が行えない状況を踏まえると、

写真やイラストを効果的に用いた情報配信が求められる。  

ⅱ .受験生のほとんどがオープンキャンパスに参加しており、動画の視聴回数からくり返し視聴さ

れていたと推察される。そのため、受験生のニーズと一致した情報提供になるよう更なる工夫が

求められる。  

Action 

①本学の特徴を明確にして、その特徴を社会に正しく発信することを継続する。配信方法としては、

ホームページやパンフレット、ポスター及び進学関連業者の広告（紙媒体と電子媒体）を用いる。 

②受験生のニーズ及び学校選択に関わる志向等の情報収集を継続する。 

③アドミッションポリシーに基づいた入学生の確保を実現するために、高校生の進路に関わる志望

や高校からの要望等、広報活動で得た情報を入試委員会へ提供する。 
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研研究究倫倫理理審審査査委委員員会会  

Plan 

埼玉医科大学短期大学研究倫理審査委員会規定（平成 30 年 11 月改正）に則って、本学看護学科及  

び専攻科における人間を対象とする研究（教材も含む）に関する倫理性を審議する。  

Do 

今年度は合計 7 件の申請があり申請受理後、その都度会議を開催し審査した。申請内容の内訳は以

下の表の通りである。  
      表 1. 令和 2 年度 申請状況  

       申 請 件 数    （件数） 

学内 (7) 教員       (6) 看護学科             (6) 

専攻科                (0) 

学生       (1) 

 

看護学科              (1) 

専攻科                (0) 

学外  (0)                                     (0) 

   

表 2. 平成 27 年度～令和 2 年度 申請状況         数字は件数 

 

 

 

 

 

 

  

 

Check 

①今年度は申請件数が昨年度よりも若干増加した（昨年度 5 件）。申請された研究計画書 7 件の内、

1 件は 1 回の申請で承認された。5 件は条件付き承認となり、1 件は再審査となった。条件付き承

認のうち 4 件は計画書を修正後、再提出されたものを委員会において確認した。他の 1 件につい

ては再提出され次第、確認する。再審査の対象となった 1 件については、通知後すぐに修正した

計画書が再提出されたので再審査した結果、承認の通知をした。申請された研究計画書をみると、

期限に間に合わせるためか熟考を重ねない状態で出されたものもみられる。多忙な業務の中での

研究活動ではあるが、本委員会の目的は倫理性の審議であるので、計画書の文章構成や内容に関

しては、十分に検討してから申請するよう周知する。 

②平成 27 年に研究倫理審査委員会規定が定められ、正式に委員会が発足してからの申請状況の推移

   年度(西暦) 

 

H.27 

(2015) 

H.28 

(2016)  

H.29 

(2017)  

H.30 

(2018) 

R.1 

(2019) 

R.2 

(2020) 

 

学

内 

教

員 

看護学科     2    8    7  6   2 6 

専攻科     0    1    4   3   1 0 

学

生 

看護学科     7    3    5   1   2 1 

専攻科    21   18   18   0   0 0 

学 外     4    4    4   0   0  0 
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をみると、大きな変化は専攻科学生からの申請がなくなったことである。これは臨地実習の関係

で、選択科目である「母子看護学研究Ⅱ」の履修者がなく、受け持った症例をまとめるところに

留まったため申請者がいなかったのではないかと考えられる。看護学科の学生からの申請も減少

している。以前は個人研究の申請もあったが、徐々にグループ研究になってきたこと、人間を対

象としない文献研究であったことから、研究する学生数はこれまでと同様であっても、件数とし

て少なくなったのではないかと考えられる。  

また、看護学科の教員の申請数は大きな変動は見られないが、専攻科の教員の申請が減少して

きている。これは教員の欠員状況が 1 つの要因となっていることが考えられる。欠員状況の中で

教育活動、学生指導を行っているため、限られた時間の中では研究活動が思うようにできなかっ

たのではないかと考える。 

③今年度は学校法人埼玉医科大学ＲＡセンターからのアドバイスもあり、短期大学研究倫理審査委

員会規定第 4 条の見直し（外部の委員を含む、男女両性での委員の構成）をした。その結果、規

則第 4 条「（3）その他委員会が必要と認める者」の条文の解釈として「研究主題によって学外の

学識経験者を委員に加えることができる」が入るのではないかということを確認した。さらに、

男女両性の構成委員に関しても、規則第 4 条の(1)、(2)、(3)で指名または認める者の中に異性を

入れることを確認した。これらのことから規則の改正はせず、解釈した内容で運営することにな

った。  

  これまで短期大学研究倫理審査委員会が審査する研究は、教員も学生も臨床研究に関するもの 

は皆無であった。今後、臨床研究に関する申請がある場合は、研究に関連する施設の倫理審査を受 

けるよう全教職員に周知する。  

④委員の役割遂行のための活動として、今年度は研究倫理の不正行為に関する学習をしてきた。ま  

た学校法人埼玉医科大学主催の「公的研究費の適正使用」に関する研修会への参加や、研究倫理  

向上 e ラーニング受講等により学習してきた。より適正な倫理審査を行うためにも、さらに学習  

を継続していく。  

Action 

①教員、学生に対して研究倫理の教育を強化する（オーサーシップに基づいた研究分担の明確化等）。 

②審査委員のスキルアップのため研修を受講する。 
 

IIRR((IInnssttiittuuttiioonnaall  RReessaarrcchh))委委員員会会  

Plan 

埼玉医科大学短期大学 IR（Institutional Research）委員会規則（平成 30 年 11 月改正）に則って

委員会を 7 回開催した。目的は次の通りである。教育、研究、その他の運営に関して、データを調査、

収集し、分析することで得た客観的エビデンスを教育、研究、学生支援、経営等に活用し、本学の質

の向上を推進する。この目的のもと次の 4 つの役割を実行した。1.各部署からのデータ収集（教育、

研究、学生支援、経営等に関する）、2.分析のためのデータの統合と資料作成・管理、3.データの分析
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と課題の考察、4.分析結果の報告（教授会、関係各部署へ）、5.分析結果の活用の促進  

今年度は昨年度に引き続き 1)受験者数の減少、2)在学生の基礎学力低下という 2 点を課題として取

り上げ、データ収集し分析した。  

Do 

 ①2 つの課題の取り組みとして以下のデータを収集した。  
ⅰ.志願者数推移  

ⅱ.入学試験種別退学者数・留年者数（看護学科）  

ⅲ.入学試験種別受験年度別平均 GPA 推移（看護学科）  

ⅳ.GPA 伸び率上位 10 名、下位 10 名（看護学科） 

ⅴ.GPA 入学時上位 10 名、下位 10 名、卒業時上位 10 名、下位 10 名（看護学科）  

ⅵ.学年毎 GPA の分布（看護学科）  

ⅶ.公立・私立指定校出身校別在学リスト（留年者数）（看護学科）  

ⅷ.平成 25 年 4 月入学から令和 2 年 3 月までの入学者の、入学試験種別名、卒業時 GPA、進路、准

看護師試験合否結果、国家試験合否結果（看護学科） 

ⅸ.平成 25 年 4 月入学から令和 2 年 3 月までの入学者の、入学試験種別名、修了時 GPA（平成 27

年入学生より）、進路、国家試験合否結果（専攻科） 

ⅹ.2020 年度（令和 2 年度）アセスメントテスト結果（看護学科、専攻科） 

ⅺ.2018 年度（平成 30 年度）卒後・修了後 1 年目の動向  

ⅻ.2016 年度（平成 28 年度）卒後・修了後 3 年目の動向  

ⅹⅲ.2020 年度看護学科入学生のプレイスメントテスト結果  

ⅹⅳ.2020 年度卒業生のディプロマ・サプリメント 

②上記①のデータを分析し、課題について考察した。 

Check 

①受験者数の減少  

ⅰ.看護学科  

  超高齢化、少子化社会を反映して 18 歳年齢人口が減少していること、また、看護系大学が増

加し大学全入学の時代に入ってきている今日、志願者数の減少はやむを得ない状況である。今後、

大幅な志願者の増加は望めないまでも、いかに現状を維持していくかが課題である。入学生を確

保するために、入試委員会が中心となり入試形態の工夫について検討したが、高等学校の学習内

容等についてさらなる情報収集が必要ということで実現するまでには至っていない。入試形態の

検討を継続するためにも高大接続会議を充実させて教育に関する情報交換を密に行っていくこと、

広報部委員会、入学試験委員会等と連携し、本学の特色を周知してもらえるような広報活動を行

っていくことが課題である。 

ⅱ.専攻科  

 昨年度に比べ学内推薦と社会人選抜の志願者数が若干減少したが、大学における専攻や大学院で
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の助産教育課程が増える中で、本学専攻科の志願者数はほぼ横ばいの状態を維持している。学内

推薦と社会人選抜の制度が導入されていることも１つの要因ではないかと考えられる。引き続き

看護学科同様に本学専攻科の特色を出した広報活動を行っていく。  

②在学生の学力低下  

ⅰ.看護学科  

看護学科は昨年度と比べ退学者が減少した。退学の理由は学力とは直接関係しない家庭の事情

や健康上の問題などであった。指定校推薦入学者は、個人差はあるが他の入学試験種別（公募推

薦・一般入学試験）よりも留年者、中途退学者が比較的少なく、GPA は上位である。指定校推薦

入学者は入学の責任を自覚しており、モチベーションが高いのではないかと考えられる。  

今年度のプレイスメントテストの結果は、平均点 63.7 点（昨年度 60.8 点）であった。若干、

点数は上がったが基礎学力は昨年度とほぼ同レベルの学生が入学していると考えられる。アセス

メントテストの結果は、1 年次生の平均点は 69.15 点（昨年度 68.08 点）、2 年次生は 76.45 点（昨

年度 78.25 点）、3 年次生は 96.6 点（昨年度 95.9 点）であった。1 年次生と 3 年次生は昨年度と

比べ若干アップしているが、2 年次生は低くなっている。しかし、この学年の 1 年次の平均点が

68.08 であったことと比べると 8.37 点アップしている。緩やかではあるが学習が進むにつれて専

門的な知識が身につきつつあるのではないかと考えられる。アセスメントテストの結果からは、

学生が不得意とする問題が明確になってきたため、各科目担当者、アドバイザーと連携し、初年

次教育の充実、専門科目の学習方法について個別指導等を強化する等の工夫が必要である。  

また、今年度の 1 年次生の GPA の平均は 2.560（昨年度 2.362）であった。今年度は新型コロ

ナウィルス感染症予防のために、これまでの学習形態とは異なり、オンライン授業や見学のみの

臨地実習となり評価内容も昨年度とは異なった。このため一概に昨年度の結果と比較できないが、

入学後の学修成果も、昨年度とほぼ同レベルの学力であると考えられる。しかし、プレイスメン

トテスト、アセスメントテスト、GPA を導入してからまだ数年であるので、どの程度の学力の高

低があるかは引きつづき今後のデータをみて分析する必要がある。  

今年度の 1 年次生の学力をプレイスメントテスト、アセスメントテスト、GPA でみると、入学

時のプレイスメントテストで上位の学生は、アセスメントテスト結果と GPA も上位であった。

このことから、基礎学力が身についている入学生を受け入れることが学年全体の学力を高めるこ

とにつながる。そのためにも広報活動と入試形態等を工夫し、基礎学力が身についている入学生

を受け入れられるようにすること、また入学後も基礎学力アップのための教育方法を追究してい

く必要がある。  

ⅱ.専攻科  

アセスメントテストの結果は、今年度 1 回目（5 月実施）の平均点が 39.75 点（昨年度 29.5 点）、

2 回目（9 月実施）の平均点は 51.5 点（昨年度 47.4 点）で前年度よりも高得点であった。しか

し GPA の平均は、今年度は 1.91（昨年度 2.14）となり、若干、修得度が下がっている。アセス

メントテストの結果、点数が高くなったのは新型コロナウィルス感染症予防のために、オンライ
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ンでテストを実施したことが要因の 1 つとして考えられる。  

モチベーションが上がらず成績も低迷し学習態度に問題のある学生については、個別指導を強

化し 20 名全員が修了できた。  

 ③卒業生、修了生の卒業・修了 1、3 年後の動向 

   調査用紙の回収率は、卒業後 1 年目が 82.1%(昨年 78％)、卒後 3 年目が 88％（昨年約 54％）、

修了後 1 年目が 55％（昨年 65％）、3 年目が 35.7％（昨年 65％）であった。看護学科はこれま

で卒業後の年数が経つに連れて回収率が低くなっていたが、今回は 1 年目も 3 年目も昨年より回

収率が高くなった。これは法人関連施設に多くの在職者いるため連絡が容易であったことが考え

られる。卒後 3 年目の法人関連の離職率は 33.3％（2019 年厚労省発表の医療福祉分野の短大卒

離職率は 35.7％）で平均的な数値といえる。3 年目に離職者が多いのは奨学金の返還が終了する

時期であったことが大きな要因であると考えられる。卒業生の定職率が高い（3 年目在職率約 70％）

のは、就職先の職場環境(人的・物的)が良く、卒後支援が充実していることで、仕事に対するモ

チベーションも高められているためではないかと考えられる。キャリアアップ率についてはラダ

ーレベル 1、2 が多かった。卒後 5 年目で詳細な情報が得られるので引き続き情報収集し分析す

る。 

専攻科は法人関連施設への就職者は 18 名中 11 名（平成 29 年 3 月修了生）で、就職後 3 年目

の離職者は 4 名（36.36％）であった。7 名は法人外の施設への就職のため、容易に連絡がつかず

回収率が低かったのではないかと考えられる。専攻科の離職の理由は、奨学金返還期間が 1 年、

3 年、4 年と個々によって異なり、今回のデータのみでは分析できない。引き続き情報収集し分

析する。   

④ディプロマ・サプリメントの作成と配付  

   学修成果の可視化を行い、学生個々が自己の学修成果を客観視できるようにし、卒業後・修了

後も主体的に学びを継続し成長できることをねらいとして、ディプロマ・サプリメントを作成し

た。これを卒業時に成績表と一緒に配付した。今年度はこの効果について確認できなかった。今

後、学生の反応をみて確認していく。  

Action 

①受験者数（基礎学力のある）の確保  

ⅰ.入学者の追跡調査結果を入試委員会、広報部委員会、看護学科、専攻科へ情報として提供し検討

する。  

学科会議で令和 3 年度（2022 年度）入試の総括時の資料として活用し、令和 4 年度(2023 年度)

入試に向けて対策を考える資料とする。  

②基礎学力低下への対応  

ⅰ.入学者の追跡調査結果を教務委員会、全教員へ提供しモチベーションを高め、学習する習慣を身

につける。  

・プレイスメントテストの活用、GPA の活用、学修ポートフォリオの活用等 
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③教授方法の改善

・授業評価結果の活用、双方向型授業の取り組み、ティーチングポートフォリオの作成等

④ディプロマ・サプリメント作成効果の確認

学学習習環環境境整整備備専専門門部部会会  

Plan 

学習環境整備委員会は看護学科、専攻科、事務部の有志で構成され、教授会の承認を得て専門部

会として発足し平成 28 年 4 月から活動を開始した。平成 29 年 3 月には学習環境整備専門部会運営

方針が制定され、この方針に則って現在は活動している。構成メンバーは、学長、副学長、看護学

科教員 3 名、専攻科教員 1 名、事務部 2 名の計 8 名である。活動目的は次の通りである。1.学生の

自主学習・共同学習のスペースを設け、自主的・自律的な学習を支援し、知識の創造を促進する。

2.フリースペースでの教員と学生の学習活動が他学生の学習意欲を刺激することにより学力の向

上につなげる。3.安全・安心な学習及び生活環境を確保する。

以上の目的のもと今年度は 3 つの目標を設定し年間計画を立て活動した。 

①安全・安心な環境を確保する（校舎、寮）

②自己学習スペース・指導環境を充実する。

③教室の整備・視聴覚機器、教材の充実

ⅰ.7 階講堂の机、椅子の改修とモニターの設置

ⅱ.学内実習用教材の充実（看護学科・専攻科） 

ⅲ.2 階実習室のリネン類の新調

ⅳ.Wi-Fi 環境の整備（2 階,3 階,4 階,7 階教室、寮）

Do 

委員会は 3 回開催し、随時、委員間で情報交換しながら実施した。活動した内容は次の通りである。  

①安全・安心な環境の確保

ⅰ.新型コロナウィルス感染症対策に向けた環境整備

a.同窓会からの寄付（100 万円）により以下の内容を整えることができた。

・実習用ゴーグルを看護学科、専攻科の全学生に配付した。次年度の新入生についても配付

できるよう確約できた。

・教室用および面談用パーテーション（アクリル板）を設置した。

b.日本私立看護系大学協会から衛生管理費として補助（10 万円）があり、12 枚のパーテーシ 

ョン（アクリル板）を 1 階保健室、応接室、1 階ロビーに設置し、非接触型体温計を 3 ケ購入

した。

ⅱ.2 階看護実習室（和室）の畳の修繕  

実習室を使用している講師の意見を参考に畳替えを申請した。
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ⅲ.5 階コンピューター室の絨毯の除去について検討したが、配線等の関係で除去は難しいという

ことになった。  

ⅳ.4 階専攻科のロッカールーム兼面接室の電気のスイッチを 2 ヶ所になるように申請した。  

ⅴ.地下 1 階、4 階の医学部実験室を短大で使用できるように数年前から交渉している。  

②教室の整備、視聴覚機器・教材の充実  

ⅰ.オンライン配信用の書画カメラを購入した。  

ⅱ.5 階コンピューター室のパソコンの入れ替えを申請した。  

ⅲ.Wi-Fi 環境の整備を申請した。  

Check 
活動目標 1 

①今年度は新型コロナウィルス感染症対策のための環境整備が中心となった。看護学科、専攻科の

教員の協力のもと、対面授業時の教室や学修ホール、ロビーの机や椅子の配置の工夫、着席場所

の設定や保健委員の協力により、教室等に消毒用物品の設置等、感染対策の工夫をした。ソーシ

ャルディスタンスを保持するためにはまだ理想的な環境とはいえないが、現在までのところ感染

者はいない。さらに、同窓会等の寄付により、各教室に教卓用パネルとロビー等に面談用パネル

を設置し、学生個々には感染対策として実習用ゴーグルを配付した。これにより看護学科 1,2 年

次生は学内演習等で活用し、看護学科 3 年次生と専攻科生は卒業後に活用できるようになった。 

②2 階看護実習室の畳は劣化していたため替えを申請中である。替えが実現できれば衛生面も改善

されると考える。  

③コンピューター室の絨毯は配線の関係で除去は難しいということであったが、衛生面から考える 

と改善できる方法を継続検討していく必要がある。 

④4 階専攻科の電気スイッチ増設については申請済みであるので、完成後は利用しやすくなると考 

える。  

⑤医学部実験室を短大で使用可能になる交渉は継続しているが、未解決のまま棚上げになっている。

実現に向けて引き続き交渉していく。  

活動目標 2：  

今年度は新型コロナ感染症対策のためオンラインによる授業が取り入れられ、例年よりも登校する

学生が少なかったが、3 年次生の学内実習が増えたため、3 密（密室、密閉、密集）を避けて自己学

習する場所や休憩場所の確保が難しかった。また、プライバシーを確保して個別指導ができるスペー

スは不足していた。建物の構造を考えた上で可能な範囲で面接室を確保できないか検討していく。  
活動目標 3：  

①7 階講堂の設備については、大規模工事で費用が高額になるため、予算を確保し実現の可能性

を求めて継続検討していく。 

②新型コロナ感染症対策のためオンラインによる授業が導入され、そのための機器の一つとして  

配信用の書画カメラが購入できた。今後も予算を考慮しつつ機器を充実させていく。  
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③5 階コンピューター室のパソコンの入れ替えを申請したが、 短大よりも古いコンピューターを

使用している部署から入れ替えるということであった。

④2 階実習室のリネン類の新調や教室カーテンのクリーニング、壁の修繕も予算の確保を考えな

がら継続して検討していく。

⑤ Wi-Fi 環境の整備は申請した結果、寮の環境を整えることから工事が始まることになった。新

型コロナウィルス感染症対策の一環で寮の改修（4 人部屋を 2 人部屋へ）が決定したため、Wi-Fi

環境の整備も同時進行になることが考えられる。

Action 

①安全・安心な環境を確保する

ⅰ.各教室のカーテンの交換（又はクリーニング）

ⅱ.各教室の壁の修繕

ⅲ.地下 1 階、4 階の医学部実験室を短大で使用できるように継続交渉する

②自己学習スペース・指導環境を充実させる

ⅰ.個別指導室の確保

③教室の整備・視聴覚機器・教材の充実

ⅰ.7 階講堂の机・椅子の改修とモニターの設置

ⅱ.2 階実習室のリネン類の新調

ⅲ.5 階コンピューター室のコンピューターの入れ替え

(3)看護学科

①①臨臨地地実実習習委委員員会会・・看看護護学学実実習習協協議議会会

＜臨地実習委員会＞ 

Plan

前年度末からの新型コロナウィルス感染の影響により、7 月からの臨地実習開始まで数回のローテ

ーションの変更・日程調整を繰り返した。実習施設の実習受け入れ条件に合わせて実習方法・指導体

制を変更した。臨地実習が円滑に行われるように、①各看護護実習開始前に諸手続きおよびオリエン

テーション、②領域別看護実習・総合実習終了後にフィードバック（3 年次生）、③基礎看護実習終了

後に＜まとめ＞、④次年度の実習ローテーション表の作成を計画した。看護実習施設は「学外実習施 

設一覧」（p.62-63）に記した。

Do

新型コロナウィルス感染の影響により、臨地実習開始決定まで時間を要した。その間（臨地実習開

始まで）数回のローテーションの変更・日程調整を繰り返した。病院での実習人数を 5 人以下/病棟/

日にする、健康観察・行動管理を継続する等の制約の中で、7 月から臨地実習が開始となった。実習

受け入れを依頼していた施設から受け入れを断られる等、実習施設の調整、新たな施設の確保等も必 
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要となり、実習方法の検討も行った。 

 臨地実習に関わる諸手続き（電子カルテシステム利用者登録申請、ウィルス抗体価検査とワクチン

接種自己申告、診療マニュアルの配付等）は、各学年の臨地実習開始 1 ヶ月前から 1 週間前の期間に

手続きが終了できるように進めた。オリエンテーションは、病院の実習受け入れが決定されてから 3 

年次生には 6 月に WebClass を利用して配信した。2 年次生は 8 月に対面で実習体制の変更等を説明

し、実習直前に WebClass を利用して詳細を説明した。1 年次生に対してはオリエンテーション内容

を細分化し、感染対策指導としては、7 月と 10 月にワクチン・抗体価確認の必要性やスケジュール等

を全体及び個別に指導した。臨地実習のねらい、健康管理や安全に関する事項等の確認は 12 月上旬

に実習要項にそって実施した。 

 3 年次生への実習（最終）フィードバックは、出欠席の状況、ヒヤリ・ハット・事故・物品管理報

告の報告数を集計・分析結果を報告した。臨地実習を振り返り、臨地実習のねらいに対する到達度と 

今後に向けての課題について個別に振り返りを促し、LMS を利用し、個々の意見を公表、共有した。 

 基礎看護実習終了後のまとめでは 2 年生は「学び（気づき）を言語化する」をテーマに設定し、グ

ループディスカッションを行った。1 年次生は感染予防施策として非常事態宣言下のため、個別に「臨 

地実習のねらい」の一部についてふり返り、今後の学習計画を立案した。 

 2021 年度実習ローテーション表は各領域の希望または条件を確認し作成した。その後、領域ごとに

他校と連絡・調整し、埼玉医科大学グループ臨地実習合同調整会議後にローテーションの見直し、調 

整を経て 12 月初旬に決定した。 

Check 

新型コロナウィルス感染の影響により感染予防対策を徹底する必要があった。健康管理シートを用 

いて体温、感冒症状の有無、倦怠感の有無等を確認しながら実習を行った。 

 臨地実習に関わる諸手続きでは、1 年生の「ウィルス抗体価検査及びワクチン接種自己申告書」の

作成は 7 月に書類作成の必要性、ワクチン接種が必要な場合の対処法等を説明した。ワクチン接種が 

必要な学生には期限を伝え、スケジュール調整とワクチン接種を促し、スムースに手続きを終えるこ

とができた。 

 今年度は欠席者数が昨年度の 33 名から、今年度は 17 名と欠席する学生が昨年度より少ない結果と

なった。学内や WEB を使ったオンラインの実習を併用し行ったことにより、欠席者が大幅に減少し

たと考える。新型コロナの影響を受け、発熱や濃厚接触疑いにより実習が出席停止になった学生は 14 

名であった。出席停止はあったが、新型コロナウィルスの感染者は出なかった。 

 ヒヤリ・ハット及び事故・物品管理報告では、ヒヤリ・ハット 30 件、事故報告 0 件、物品管理報 

告 3 件と例年に比べ報告件数が少なかった。内容は、情報の漏洩が 25 件と大半を占めていた。

WebClass の導入により、PC の利用が多くデータの受け渡しのヒヤリ・ハットが発生した。次年度も 

多くの学生が PC を使用することから、データの取り扱いは慎重に行うよう指導していく。 

1,2 年次生のヒヤリ・ハット及び事故・物品管理報告では、情報の漏洩が大半を占めていた。その

ため、患者情報を含めた、情報の管理方法の指導の再確認が必要である。領域別看護実習・総合実習
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のローテーション作成については、コロナウィルス感染拡大の影響から臨時実習の開始が遅れたが、

病院側・他校と実習場所の再調整を行なったことで 6 月から領域別看護実習を開始できた。学生には、

WebClass メールを用いてローテーション表を配信した。2021 年度臨地実習ローテーション表の作成

は 7 月から開始し順調に調整できている。新型コロナウィルス感染防止の観点から領域別看護実習・

総合実習オリエンテーションをオンラインで実施する案が浮上しており、学生にいつどのような方法 

で臨地実習ローテーション表を学生に提示するのかについて検討中である。 

領域別看護実習・総合実習のローテーション作成では、川越キャンパスと毛呂山キャンパスでの実

習の回数について、実習グループによる偏りをなくす努力をしても限界があり、継続課題である。学 

生には他校との調整、病院・病棟との調整等複数の条件を調整する必要があることを説明し現状を受

け入れることができるようにする必要がある。 

Action 

 「ウィルス抗体価検査及びワクチン接種自己申告書」の作成は学生が感染予防対策の必要性を理 

解し主体的に行動できるように、今後もスケジュールを可視化した指導計画を継続する。 

 日常生活における健康管理と感染対策の心がけが、実習施設及び周囲に影響を与えることを、理解

できるように指導をしていく必要がある。また、遅刻の際に報告を忘れる学生がいたので、遅れた時 

は報告を行えるように指導をしていく必要がある。 

医療安全に対する意識づけとして実習形態をふまえた医療安全への指導を行う。また、実践が少な

い実習になることが予測されるため、KYT を実施する等医療安全への意識を高めるプログラムの実施 

を検討する必要がある。 

 領域別看護実習・総合実習のローテーション作成では、2021 年度も新型コロナウィルス感染拡大の

状況によって臨地実習が困難となる可能性もある。臨地実習ローテーション表を変更する必要が生じ

た場合は、2020 年度と同様に病院と連携し状況に合わせて対応する。例年指導者会議で新年度の実習

ローテーション表を配付しているが、今年度はメール会議となったため、看護部、各病棟に議事録・

資料とともに郵送する。2022 年度の臨地実習に参加する学生数が 2021 年度より増加する可能性があ 

る。状況に合わせたグループ編成を行っていく。 

 学生による授業評価アンケート（臨地実習）が 2019 年度より開始された。その結果を参考に、今 

後も実習内容・方法を継続検討する必要がある。 

 

＜看護学実習協議会＞ 

Plan 

 看護学実習を円滑に実施するために実習指導に関する連絡・協議を行う。①看護学実習協議会開

催:10 月（2020 年度委員・規約の確認、年間計画等）、②埼玉医科大学グループ臨地実習合同調整会

議へ代表者参加、③臨地実習指導者会議の開催:2021 年 3 月（2020 年度看護実習評価と 2021 年度看 

護実習計画）を計画する。 
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Do 

 看護学実習協議会では、2020 年度委員・規約の確認、協議会の年間計画の決定、9 月までの実習状 

況（出欠席、ヒヤリ・ハット及び事故・物品管理報告の途中経過）の報告と情報交換を行った。 

 埼玉医科大学グループ臨地実習合同調整会議は 10 月 21 日に開催され、副学長、学科長、実習委員

長が参加した。総合医療センター主催の調整会議が別途行われ、総合医療センターを利用する関連領

域の代表者が出席し調整した。大学病院、丸木記念福祉メディカルセンターについては実習病棟の調 

整後、学生数の調整を学校間で調整した。 

臨地実習指導者会議の開催は新型コロナウィルス感染の拡大のため集会による方法を断念し、文書

による 2020 年度看護実習評価と 2021 年度看護実習計画を報告し、臨床との意見・情報交換を文書で 

行うこととした。 

Check 

 看護学実習協議会の年間計画に沿って活動した。病院の改築工事に伴う病棟の移動などの情報交換

により学生の戸惑いを最少にでき有用であった。埼玉医科大学グループ臨地実習合同調整会議後に、 

学校間で実習生数、実習期間、実習病棟を調整するための話し合いが数回必要であった。 

Action 

 新型コロナウィルス感染の影響を考慮し、発熱等への対応は実習施設等との密な連携が必要であっ

た。今後も感染対策としての予防行動の徹底指導の継続と臨地実習施設等との連絡・調整を継続する 

必要がある。 

 主たる実習病院は高度な先進医療を提供しているため患者の在院日数の短縮、在宅医療への移行、

他大学の臨地実習参入等、実習期間を通して一人の患者を継続して受け持つことや実習病棟の確保が 

困難になりつつある。実習方法の検討や実習施設との密接な連絡・協力が重要となる。 

 

②②国国家家試試験験委委員員会会  

Plan 

国家試験合格に向けて、低学年から国家試験に対する意識を高めて、取り組むことができる。 

 1 年次:初年次から看護師国家試験を受験することとその経過を認知し、自己の学習動機づけと学習 

方略の基盤を作る能力を養う。 

2 年次:模擬試験を振り返り、自ら復習に取り組める。最終模擬試験で 7 割以上取得する。 

 3 年次:年間目標:全員国家試験合格       中間目標:体調管理ができる（通年）。 

    8 月末までに過去問題集 1 周終了。11 月末までに過去問題 2 周終了。1 月末までに過去 

問題 3 周終了する。11 月末までに実習が終了した領域より一般・状況設定問題に着手する。 

模擬試験目標:9 月末までに必修模試 2 ラウンド 8 割以上を目指す。国家試験までに必修 9 

割、一般状況 7 割以上を目指す。 

Do 

 1 年次:9 月にガイダンス実施。2 月に模擬試験実施。 
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 2 年次:8 月、11 月、2 月に模擬試験を実施した。模擬試験の復習期間を設け、確認した。模擬試験

の結果をアドバイザー毎の成績一覧を作成し配布した。9 月と 2 月にガイダンスを実施した。 

1 月に小テストを 3 回実施した。 

3 年次:学習計画表作成をアドバイザーごとで指導した。 

模擬試験 9 回（内必修模試 3 回）計画したが、新型コロナウィルスによる緊急事態宣言によ 

り 4 月の必修模試 1 回は中止した。業者による学内補習講義 5 回を計画したが、新型コロナ

ウィルス感染拡大防止のためすべて中止した。アドバイザーに成績一覧を作成し配布した。  

Check 

 1 年次:ガイダンス内容は 2 年次以降も想起させる必要があり。模擬試験結果を学生自身が自己俯瞰 

できるよう促し、2 年次以降の学習に反映できるよう示唆する必要がある。 

 2 年次:WEB 復習機能では、アドバイザーと連携し 1 名を除き復習に取り組むことができた。WEB

模試では、復習終了報告がない学生が 21 名いた。9 月に大まかなガイダンスを行い、2 月 

は予備校講師によるガイダンスとガイダンスの確認テストといった段階的なガイダンスを 

行った。 

 3 年次:成績低迷者に対し、アドバイザーより、学習指導の強化及び予備校の推奨を行った。8 月模 

擬試験の成績低迷者 50 名に対し、メディカコンクールの N プラスを活用し 150 問（50 問×3 

ラウンド）の問題を提示した。11 月模擬試験の成績低迷者（強化メンバー48 名、必修強化 

メンバー28 名）に対し、予想問題 250 問を配布した。成績低迷者中心（視聴は全員可能と 

した）に対し、WebClass で補習講義を配信した。 

Action 

  1 年次:国家試験までの過程は、2 年次以降も継続的に早期の機会を与える。模擬試験結果の自己俯

瞰は、WebClass のテスト機能を使用し、学習の問題点と解決策を導き出せるように、意図 

的な設問をおき、実施をさせる。  

 2 年次:復習の習慣により知識の定着が図れるよう継続支援していく。4 月以降のガイダンスは、今  

        までの内容をふまえ、学生が実際に行動するための手助けになるような内容とし、学生の自 

らが自分の意思で国家試験対策のための行動を取ることができるようなサポートを実施して 

いく。 

 3 年次:成績低迷者に対し、問題の作成、配布は行ったが、実施状況の確認が不十分であった。アド  

    バイザーに依頼後はアドバイザーに任せきりの状態になるため、国家試験委員とアドバイザ 

    ーが学生の学習実施状況を共有できるようなツールを作成する必要がある。今年度は自宅で 

模擬試験を受験したが、解答を見てから問題を解いた疑いのある学生がいたため、解答配布 

のタイミングを検討する必要がある。 
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(4)専攻科 

臨臨地地実実習習のの運運営営とと実実施施  

専攻科では「助産管理実習」「周産期援助実習」「新生児援助実習」「分娩期援助実習」「地域母子保

健実習」を行った。今年度新型コロナ感染拡大の影響により実習施設の確保が難しく「出産前教育実 

習」は未開講になった。 

周産期医療を取り巻く状況は県内でも大きく影響しており、分娩介助の実習を展開する施設での妊

婦のハイリスク化と正常分娩の減少という状況が学習進度に影響している。今年度も学生数 20 名で

実習したが、新型コロナウィルスの感染拡大の影響のため、学生の分娩介助例数の平均は 8.5 例であ

った。今後も新型コロナの影響や社会的な背景により、今まで同様指定規則に定められた分娩介助例

数の確保が困難である状況は変わらないであろう。今年度のその活動内容を示す。実習施設は、「学外

実習施設一覧」（p.63）に記した。 

Plan 

①専攻科実習における学生への学習支援：臨地実習オリエンテーション企画、分娩介助の技術確認、 

臨地実習記録の事前確認等 

②臨地実習関連の準備：専攻科臨地実習会議の調整・連絡(7 月.3 月)、外部実習施設との調整及び 

打ち合わせ、実習要項、評価表の作成、臨地実習記録と評価表の見直し、実習ローテーション作 

成、グループ編成、臨地実習調整会議の参加（大学病院主催、総合医療センター主催、愛和病院

主催） 

Do 

①専攻科実習における学生への学習支援 

・臨地実習オリエンテーションは、前期 2 回と後期の 1 回に分けて実施した。特に個人情報の保護  

や情報漏洩について指導した。ヒヤリ・ハット報告書、事故報告書、物品管理報告書を記載する  

意義を説明した。  

・各実習施設の特徴や施設に関して、実習の方法について担当ごとに実施をした。 

・夏季休業中や講義終了後に演習室を調整し、技術確認や練習ができるように準備をした。実習担 

当教員と非常勤教員 3 名が技術の確認及び実習記録について、実習開始前に確認をした。 

②臨地実習関連の準備 

・臨地実習会議は、例年 7 月と 3 月に計画実施するが今年度は、新型コロナウィルス感染拡大の影

響のため施設からの実習許可が下りず 7 月の会議は開催できなかった。そのため前期周産期援助

実習は実施できず、後期に見送った。周産期援助実習の継続妊婦さんの選定については、直接施

設と調整し選定となった。新生児援助実習・地域母子保健実習については、直接施設と実習方法・

内容を調整し実施できた。また、9 月からの後期実習前には、施設毎に担当者が実習概要、実習

指導者の役割、コロナ禍での実習内容の確認をし、実習が円滑に行くように指導者との打ち合わ

せを行なった。複数施設を教員は担当するため、実習中も実習指導者と担当教員間で随時調整を

行った。3 月の臨地実習会議は開催せず、各実習施設からの今年度の振り返りを文書でもらい、 

－ 141 －



      

- 142 - 

 

学生からのアンケートや実習総括・評価、次年度に向けた課題についてまとめ、文書で送付した。 

・新たに周産期援助実習と分娩期援助実習を実習初日から開始になる外部実習施設では、担当教員 

が病棟管理者及び実習指導者の協力を得て、実習における打ち合わせを行った。 

・埼玉医科大学病院、総合医療センター、愛和病院、清水病院では、実習にあたり「抗体検査及び

ワクチン接種自己申告書」を提出した。抗体価が規準に満たない場合は学生への指導を行った。

愛和病院では、コロナ禍の実習となるため実習生と担当教員の PCR 抗体検査を求められ抗体価が 

陰性であることを確認し、実習開始となった。 

・小川産婦人科では、新型コロナウィルス感染の影響が落ち着いている時期(7 月末)からの実習受 

け入れ許可があり、スケジュールの調整を行い実習開始した。 

Check 

①専攻科実習における学生への学習支援 

・各施設実習オリエンテーションについては、担当教員が実施した。 

・感染予防のため清水病院 2 名、吉田産婦人科 2 名が実習開始から「分娩期援助実習」｢周産期援助

実習」に変更した。結果「周産期援助実習」は 5 施設で実施した。全員が予定帝王切開術の方で、

妊娠中期から産後 2 週間から 1 ヵ月健診までを受け持つ希望であったが、実習施設・実習期間の 

関係で半数が予定帝王切開であり、3 名の学生は産褥入院期間までの受け持ちとなった。 

・「分娩期援助実習」では、7 ヵ所の実習施設に学生を配置した。助産管理実習と継続ケースの予定 

日を加味してスケジュールを組んだ。分娩介助 10 例を目標としていたが実習施設の実習人数や

時間制限もあり一人平均 8.5 例 の分娩介助であった。10 例に満たない学生は、間接介助や見学

事例の産婦の助産過程の展開と学内事例の助産過程の展開、助産過程をもとにした学内技術演習

を行うことで分娩介助事例として補った。 

・「新生児援助実習」では、ハイリスク新生児を対象にした NICU 見学実習を 0.5 日と新生児期の経

過診断や援助を行う能力を強化するために、継続ケースの新生児を対象に展開した。褥婦の入院

期間の短縮や出産の時期により実習時間が不足した学生への指導として沐浴の指導案の作成と演 

習を計画した。 

・「助産管理実習」は、コロナ感染拡大の為に妊婦水泳実施施設から学生の実習受け入れが出来ない

旨の申し入れがあり、急きょ実習を中止した。その代替として、3 ヵ所の助産所に追加実習を受

け入れていただき実習を展開することができた。また、一部の助産所実習期間が分娩介助実習施 

設の受け入れ状況により、9 月から 12 月へ変更し実習を行った。 

・「地域母子保健実習」では、県内 4 ヵ所の保健センターで感染予防のため実習人数を制限し、2 つ

のグループに分かれて 4 日間実習した。乳幼児健康診査等や歯科健診の参加、母子健康手帳交付

時の面接、健康相談等の事業に参加した。カンファレンスにおいて地域のニーズや母子保健で学

んだことを共有し学びを深めることができた。不足する実習時間は、母子健康手帳の交付の学習 

を行い、学内演習を実施した。 

・各実習において、少人数での実習となりカンファレンスを実施できず経過した。10 月に入り、学 
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内実習生を中心にカンファレンスを実施した。その他、受胎調節に関するカンファレンスを各グ

ループで行ったが、全体的にディスカッションし新しい知見の発見や文献を上手く活用するカン

ファレンスにまで十分できていなかった。 

②臨地実習関連の準備 

・前期は、実習開始がいつか、またどのように実習内容を変更するか。学生が実習目標を達成する

ためにはどうするかを考え準備した。専任教員と非常勤教員が共通理解することや各実習施設の 

状況を各担当教員が打ち合わせで同じように進められるようにすることに苦慮した。 

・実習物品としてマスク、フェイスシールド、ゴーグル、手指消毒などの準備をした。 

・臨地実習会議は行わず、各担当者が施設ごとに指導者と事前打ち合わせを行った。 

・実習ローテーションは、各実習施設での条件をクリアするため、学内実習期間を取り入れた。ま

た、学生の健康状態を守るため、休養がとれるように原則土日祝日は休日にすることや夜間実習

も学生の実習状況や実習科目や各施設の状況を踏まえながら調整をした。 

・保健指導チェックカードを用いて指導の実践ができるまでをフォローできるようにした。 

Action 

①専攻科実習における学生への学習支援 

 新型コロナウィルス感染の影響や出生数の減少、高度な医療や合併症妊婦、高齢妊婦等ハイリス

ク妊婦が多い現状や、学生が「周産期援助実習」や「分娩期援助実習」で事例を確保することが難

しくなっている。また、妊産婦や家族から分娩介助実習への同意が得られにくい状況がある。今年

度の状況を踏まえ、これらのことから学生が今後、実習期間内に正常分娩を 10 例介助するとは、非

常に困難である。教員も少ないため実習施設の確保自体が困難である。実習期間の工夫や実習指導 

者との連携・調整・協力体制が必要である。 

 妊娠期の助産診断や保健指導では、後期の実習において学生が保健指導をできるように事前に準 

備しておくことが必要である。特に後期実習は「周産期援助実習」「分娩期援助実習」「新生児援助

実習」「助産管理実習」と実習が重なるために学生自身が保健指導チェックシートを活用し、教員と

指導者の連携が取れるようにしていく必要がある。また、対象がハイリスクであることを想定し、

個人の学習を深め、さまざまなガイドラインをもとに知識を確認しておくようにする。分娩介助に

ついては学内での学習を十分に行い、基本的な技術を自分自身の時間で繰り返し鍛錬しておくこと

が必要である。 

本科は看護師国家試験を取得している学生であるため、感染拡大予防に関する行動、倫理的配慮や 

個人情報保護の視点等ができているか実習オリエンテーションで指導していく必要がある。 

②臨地実習関連の準備 

 臨地実習において、施設の協力は不可欠である。有意義な実習とするために実習施設とは、連携

を図ることが必要となってくる。また、24 時間体制での実習にもなるため、学生自身の健康管理や 

体調不良や事故が発生しないようスケジュールの調整や指導が必要となる。 

 分娩介助実習だけではなく周産期援助実習を受け入れてもらうことで学生の移動がなくなり指導 
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者との連携も取りやすくなる。事前に相談し調整していく必要がある。実習を受け入れてもらうた

め、体調管理を常に行い、感染予防行動がとれるよう指導していく。 

 

6)教育・研究活動(実績) 

 

(1)埼玉医科大学短期大学特別助成金制度  

 本学では平成 10 年より表記の研究助成制度を発足させ、学長を委員長とする研究審議会がこの制

度の運用の任にあたっている（p.115-116）。 

 

(2)研究誌の発行状況と編集方針 

 「埼玉医科大学短期大学紀要」が紀要委員会の編集により、1990 年以来毎年 1 巻発行されている。 

 ①発行状況 

  令和 3 年 3 月に第 32 巻(報告 6 編掲載)が刊行された。300 部発行し、学内 86 部(図書館、教職

員、関連施設)、学外 214 部(医療系の大学・短期大学・専門学校、その他)に配布した。 

 ②編集方針 

   他雑誌に未発表の原著論文、総説、報告等を掲載する。投稿者は本学及び埼玉医科大学、丸木

記念福祉メディカルセンターの教職員(非常勤を含む)及び紀要委員会が特に認めた者とする。4

月末を演題エントリー(投稿する意思の表明)、8 月末を入稿の締め切り日としている。 

 

(3)教育研究に関する意思決定の方法・体制 

 学校法人埼玉医科大学には寄附行為に基づき理事会（理事 15～17 名、監事 2～3 名）が設置されて

おり、本学を含む法人の管理運営と設置目的の遂行にあたっている。一方、本学には学則に基づき教

授会が置かれており本学の教育研究に関する事項の決定実行にあたっている。理事会と本学教授会の

意見調整の必要のあるときは学長（理事長兼務）がこれを行う。 

 

(4)研究業績 

看看護護学学科科  

①原著 

 中里 良彦，田村 直俊，二宮 充喜子，山元 敏正.味覚性耳下腺痛.自律神経 57,91-99, 2020. 

Ota K, Nakazato Y,Okuda R,Tamura N,et al:Polycystic subdural hygroma associated with 

immunoglobulin G4-related intracranial hypertrophic pachymeningitis: a case report. BMC 

Neurol, 20, Article No. 228, 2020. 

中里 良彦，池田 桂，大田 一路，田村 直俊他:雷鳴頭痛で発症した特発性脳脊髄液漏出症・特発性  

低髄液圧症候群の臨床的特徴-早期診断のために-.日頭痛会誌 47,200-206, 2020. 

Nakazato Y,Ikeda K,Ota K,Tamura N,et al:Idiopathic basal ganglia calcification may cause 
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pathological conditions resembling Parkinson’s disease.e Neurol Sci,22,Article 

No.100307,2021. 

②著書

小池  啓子 .キャリアラダーを活用する院内研修設計と実践のポイント～中規模病院における中堅看

護師に焦点をあてて～隔月刊 看護部長通信 2・3 月号特集.東京.日総研出版.2021.2. 

③総説

田村 直俊,光藤 尚.脳脊髄液産生の自律神経支配-歴史的展望-.自律神経.2020;57:79-85.

田村 直俊,中里 良彦.味覚性発汗再考-1.生理的味覚性発汗と味覚発汗反射-.自律神経. 2020; 57: 193

-199.

田村 直俊,中里 良彦.味覚性発汗再考-2.発現機序に対する-元的仮説-.自律神経.2020;57:200-205, 

④報告その他

菅谷 洋子,所 ミヨ子,石田真知子,工藤由美子.「医行為でない行為」の教育の実態と課題.保健福祉学

研究,2021;19:1～11. 

吉岡  由喜子 ,金木  美保 ,石橋  佳子 ,平良  朝子 .在学中にできる看護師の現場適応策-4 年間にわたる

卒後 1 年目の看護師の困難感の調査結果から-.太成学院大学紀要,2021；23：43-48. 

霜田 敏子,布施 好朗 .PDCA サイクル活用による「小児看護Ⅰ」の授業検討:2020 年度遠隔授業の振

り返りと今後の課題.埼玉医科大学短期大学紀要.2021;32:1-13.  

秋山  千恵子 ,佐藤  菜穂美 ,秋山  佑紀 ,鈴木 夕岐子,浅見  多紀子 ,久保  かほる.成人看護演習に関する

研究の動向と課題.埼玉医科大学短期大学紀要.2021;32:25-46. 

海野  文子 .看護学生が訪問看護実習前に抱く困難感と実習中の困難感に対する対応 .埼玉医科大学

短期大学紀要.2021;32:15-23. 

渡邊  あゆみ .精神看護実習における看護学生の自己省察時の視点  -プロセスレコードとインタビュ

ーを活用して-.埼玉医科大学短期大学紀要.2021;32:47-55. 

⑤学会発表

菅谷 洋子,所 ミヨ子.介護技術「医行為でない行為」の教育.第 51 回日本看護学会-看護管理-学術集

会.WEB 開催,2020.11.1-11.30. 

小池  啓子 .キャリアラダーを活用する院内研修設計と実践の評価  -中規模病院における中堅看護師

の役割認識と活動の変化に焦点をあてて -,第 24 回日本看護管理学会学術集会抄録集 .WEB 開

催,2020.8.28-29:273. 

小池 啓子,鈴木 真保,西村 由弥子,澤山 芳枝,立和名 房子,合田 美子.SNS を活用した有志によるオ

ンラインディスカッションの可能性  - 遠隔からの学会参加時の逐語録を考察する  - ,日本教育工
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学会第 37 回全国大会.発表論文集.WEB 開催, 2020.9.12:29-30. 

小池 啓子,八木 街子,長沼 将一,合田 美子.中堅看護師の自律とキャリア形成を支援する e ラーニン

グ開発の検討 .日本教育工学会 2021 春季全国大会.WEB 開催,2021.3. 

小池 啓子,海野 文子.LMS を活用する訪問看護実習代替教材の設計と評価.第 13 回日本医療教授シ

ステム学会総会・学術集会. WEB 開催,2021.3.25-26.

持田  奈穂美 ,瀧山  文恵 ,平良  朝子 .義歯を装着している高齢者の口腔ケア実践におけるモデルを活

用した演習の効果.第 25 回日本老年看護学会学術集会抄録集.2020;162.誌上開催. 

⑥学術講演

小池 啓子.LMS を活用した訪問看護実習代替のデザインと学生の学び,第 5 回神戸看護学会学術集

会 ,緊急企画シンポジウム ,新型コロナウィルス感染症への看護職の新たな挑戦 ,教育機関からの報

告.WEB 開催,2020.10.24. 

小池 啓子.学習者中心の教育パラダイムのためのインストラクショナルデザイン,e ラーニングアワ

ード 2020 フォーラム【e ラーニング専門人材トラック】(寺田佳子・鈴木克明),パネルディスカッ

ション登壇.WEB 開催,2020.11.13.

⑦公的研究費

小池  啓子 ,高野  直美 ,山岸  智子 .宮島  祐 .放課後児童クラブにおける児童の緊急時対応に関する教

育プログラムの開発.科学研究費助成事業,基盤 C（一般）,研究分担.2020-2022. 

持田  奈穂美 ,瀧山  文恵 ,平良  朝子 .仮想現実の教材を使用した認知症高齢者の疑似体験を通して得

た、看護学生の認知症高齢者への理解 .埼玉医科大学短期大学特別研究費 .埼玉医科大学短期大学 .

令和 2 年度. 

⑧学外との共同研究

所ミヨ子,菅谷 洋子.介護基礎教育における「医行為でない行為」の卒業時到達目標-看護と介護の連

携・協働に向けて-. 東北文化学園大学 .2018.11-2022.11. 

所ミヨ子 ,菅谷  洋子 ,庄司  幸恵 .看護と介護の連携シートの開発-Ｖ .ヘンダーソン看護論を基盤にし

て-,東北文化学園大学.2019.12-2021.12. 

小池  啓子 ,鈴木真保 ,西村  由弥子 ,澤山  芳枝,立和  名房子,合田  美子 .SNS を活用した有志によるオ

ンラインディスカッションの可能性.熊本大学教授システム学研究センター .2020.2-2021.3.

小池  啓子 , 高野  直美 . 山岸  智子 .宮島  祐 .放課後児童クラブにおける児童の緊急時対応に関する

教育プログラムの開発 .科学研究費助成事業 ,基盤 C（一般） , 日本医療科学大学  研究分

担 .2020-2022.  

小池 啓子,八木 街子.長沼  将一.合田 美子.中堅看護師の自律とキャリア形成を支援する e ラーニン

グ開発.熊本大学教授システム学研究センター.2020-2023. 

－ 146 －



      

- 147 - 

 

⑨調査活動   

  

専専攻攻科科  母母子子看看護護学学専専攻攻   

①原著  

稲井 洋子.不妊治療後に分娩するケース受け持ち時の課題～助産師学生のインタビュー調査より～.

日本生殖心理学会誌.2020;6(2):32-38. 

 

②著書  

 稲井  洋子 .マタニティ診断ガイドブック〔第 6 版〕 .日本助産診断実践研究会編集 .東京 :医学書

院.2020;65-114.  

稲井 洋子.実践マタニティ診断〔第 5 版〕.日本助産診断実践研究会編集.東京 :医学書院.2020;95-158.   

 

③総説  

 

④報告その他  

 稲井  洋子 ,斎藤  益子 .助産師学生の性行動に関する授業の実践報告 .埼玉医科大学短期大学紀

要.2020;32:69-83. 

  

⑤学会発表  

 ケニヨン 充子,岩崎 和代,稲井 洋子 ,弘末 睦子,斎藤 益子.助産師学生の助産過程と分娩介助の学習

状況に関する調査.マタニティ診断の「分娩期」経過診断の検討 .WEB 開催, 2020.9.25-29.  
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２.物的資源  

 

1)施設設備の整備・運用状況 

(1)学内ネットワークの整備 

学校法人埼玉医科大学 IT 化推進委員会と協調して短期大学の IT 化の一環として進めてきたネット

ワーク基盤強化は平成 17 年度までにほぼ整備され、以下の様に運用と保守を継続して行っている。 

①事務部のネットワークは、強化されたセキュリティの下で共有サーバを用いて教職員間の情報交 

換に有効に利用されている。 

②コンピューター実習室の学生用機器は、コンピューター活用の授業以外の教育にも広く利用され

ている。コンピューター実習室内の学生用 PC は、平成 24 年 8 月にノート PC となり、実習室内

に複合機とプロジェクターが設置されている。 

 ③学生のノート PC 用に盗聴防止策を施したアクセスポイントを配備し、安全な接続が可能である｡ 

 ④遠隔授業開始に伴い、環境を整備した。 

 

(2)建物 

校舎・学生寮としては、短大本校舎・専攻科棟の 2 棟と学生寮 1 棟を、施設部と短大事務部により

日常の保守管理を行っている。その他、施設・設備・衛生設備・電気設備・防火設備に関する保守管

理については、法令に基づき定期的に専門業者により実施されている。 

 

(3)危機管理体制 

防災委員会に拠る教職員の防火・防災体制については、フロアー責任者及び各室に責任者を置き、

防火・防災体制を敷いている。消防訓練・避難訓練については学事に組み入れ、地区の消防組合の指

導の下、4 月、7 月に実施している。 

 

(4)防犯体制 

キャンパス内の防犯体制については、警備会社による、夜間の立ち入り検問、校内巡回等により、

厳重に行われている。 

 

2)令和 2 年度購入教育備品 

品  名 規  格  等 数 量 

 
 カラーレーザープリンタ  

（コンピュータ実習室）  

 
 DocuPrint C3450 dⅡ  
 

 
2台  
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3)図書利用状況 

(1)令和 2 年度単行本受入冊数 
 購入分  寄贈分  研究費分  合計 

 和 書 
 洋 書 
 Ａ Ｖ 

271 
0 

37 

 0 
  0 

0 

0 
0 
0 

271 
0 

37 
 合 計 308 0 0 308 

 

(2)令和 2 年度製本雑誌受入冊数                

 購入分  寄贈分  合 計  

 国内雑誌  
 外国雑誌  

66 
16 

8 
0 

74 
16 

 合  計  82 8 90 
 

(3)令和 2 年度現行受入雑誌数 

 購入分  寄贈分  合 計  

 国内雑誌  
 外国雑誌  

46 
4 

109 
0 

155 
4 

 合  計  50 109 159 
 

 (4)平成 2 年度（開学年度）からの累計冊数  
 和  書  洋  書  合 計  

単行本  
製本雑誌  
Ａ Ｖ  

18,921  
 2,944  

 224   

51  
 539  

0  

18,972  
 3,483  

 224   

合  計  22,089 590 22,679 
 

 (5) 令和 2 年度 図書貸出状況及び入館者数  

 教職員  看 護  専攻科  その他  合 計  

貸出者数  111 739 4 1 895 

貸出冊数  231 1,497 91 1 1,820 

入館者数  231 2,030 105 12 2,378 

 

 (6)令和 2 年度開館日数  236 日  
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３.技術的資源をはじめとするその他の教育資源 

1)学術情報システムの活用状況  

  

E-Mail 件数 WWW 
短大 HP 

アクセス 
学内 学外 

合計 学生 教職員 合計 
学生 教職員 学生 教職員 

2020/01 3741 3419 3313 25159 35632 597 4943 5540 9014 

/02 2908 3503 2803 28349 37563 319 4273 4592 8269 

/03 3007 3971 3080 36830 46888 150 4797 4947 9040 

/04 4639 5055 4850 39426 53970 168 3897 4065 10946 

/05 20890 5696 14341 41432 82359 60 3890 3950 12053 

/06 26397 5833 13532 39034 84796 102 5455 5557 13117 

/07 29268 5421 8066 36015 78770 225 3900 4125 14841 

/08 23191 4600 6032 30686 64509 279 3475 3754 11242 

/09 16984 4689 3537 31722 56932 305 3250 3555 9272 

/10 30572 4892 8453 33739 77656 341 3916 4257 8420 

/11 31172 4291 8275 32642 76380 341 2596 2937 10067 

/12 6620 5137 19422 35084 66263 259 2735 2994 7831 

2020/01-12 199389 56507 95704 410118 761718 3146 47127 50273 124112 

 

 

４.財政資源  

資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡して順調な運営がなされている。平成  

28 年度から令和 4 年度の第 4 次長期総合計画を策定し、計画的な事業運営に取り組んでいる。収支  

バランスも良く健全な運営がなされている。  
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ⅣⅣ  リリーーダダーーシシッッププととガガババナナンンスス     

 

１.理事長のリーダーシップ 

理事長は、当該法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。法人の寄附行為を基に、

学校行事、特別講義等で学生及び教職員に講和し、意識づけることによって、本学の発展に寄与し

ている。理事長は、本学の学長を兼務し、自己点検・評価委員会の委員長として、リーダーシップ

の下、全専任教職員で教育の質保証を図る査定の仕組みが機能している。  

 

２.学長のリーダーシップ 

学長は、人格高潔で、学識が優れ識見に富み、かつ教学運営の最高責任者として、その権限と責 

 任において、教授会の意見を参酌して最終的な判断を行っている。寄附行為及び建学の精神に基づ

き教育研究を推進し、本学の向上・充実に向けて努力している。また、校務をつかさどり所属職員

を監督している。  

 

３.ガバナンス 

理事長のリーダーシップのもと、医療人としての意識改革に努めている。学校法人埼玉医科大学 

 の基本理念『限りなき愛』を基本にして、5 年ごとに長期総合計画を策定し実施し、現在は第 4 次

長期総合計画を実行中である。この法人全体の理念を引き継ぎ、本学においても、建学の精神及び

教育目標、三つの方針を明確にした「行動のしおり」を作成し、教職員及び全学生が携帯し意識改

革に努めている。  
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